
ジュニアアスリート発掘・育成

トップ選手育成・指導者養成

成年選手Ｕ・Ｉターン支援
競技環境整備

・小中学生が様々な競技に触れるきっかけ
をつくるため、競技体験会やスポーツ
教室を開催

・小中学生の優秀選手を選抜して、
県外遠征を実施

・全国トップレベルの実力を有する
選手の海外遠征等を支援

・最新の戦術やトレーニング方法を
学ぶ指導者研修会の開催

・アスリートの就職支援窓口を
設置し、U・Iターンを推進

・練習施設等の整備や、高額な
競技用備品の購入を支援

島根県
スポーツ振興課

企業版ふるさと納税 のご案内

八百万の神々が集い、旧暦の10月を神在月と呼ぶことにちなんだ
「島根かみあり国スポ※」が2030年に島根県で開催されます。

選手の育成・強化だけでなく、
競技人口が少ない競技にスポットを当てた競技体験会の開催や、

次世代の指導者育成、県内の競技環境整備など、
国スポ「後」に繋げていくための各種取組を進めています。

・高校（国スポ強化指定校）の県外遠征等
強化活動を支援

※第84回国民スポーツ大会



・小中学生が様々な競技に触れるきっかけ
をつくるため、競技体験会やスポーツ
教室を開催

・小中学生の優秀選手を選抜して、
県外遠征を実施

島根県では、前ページの競技力向上の取組に加え、
県民に夢と希望を与える競技スポーツの推進にも力を入れており、

その中で、社会人チームへの支援も実施しています。

島根県では、スポーツを通じて地域で活躍する人づくりを進めています。
「企業版ふるさと納税」で島根県の地方創生に向けた取組を応援してください！

◆寄附額の最大約９割の軽減効果を活用しながら、地方創生を応援できます！
◆社会貢献や企業のＰＲをはじめとする事業展開につながります！

活用する
メリット

国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、
法人関係税から税額控除する仕組みです。通常の地方公共団体への寄附における損金算入に
よる軽減効果（寄附額の３割）と合わせて、税額控除（寄附額の最大６割）により、最大で
寄附額の約９割が軽減され、実質的な企業の負担が寄附額の約１割まで軽減されます。

（企業版ふるさと納税の概要）

・ 本制度を活用して島根県へ寄附ができるのは、島根県外に本社がある企業です
・ 本制度を活用して川本町へ寄附ができるのは、川本町外に本社がある企業です
・ １回あたり10万円以上の寄附が対象です
・ 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されております

※ 税額控除の手続（申告）や算出に関しては、税理士や所管する税務署へご相談ください。

（留意事項）

シトリン島根（女子ソフトボール）Selrio島根（男子ホッケー）

山陰合同銀行バドミントン部
（女子バドミントン）

ディオッサ出雲FC
（女子サッカー）

ベルガロッソいわみ
（男子サッカー）

島根フィルティーズ
（女子硬式野球）

国スポ競技以外(町を通して支援)

川本町ＨＰ

中筋グループ軟式野球部
（男子軟式野球）

山陰合同銀行軟式野球部
（男子軟式野球）


